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全般へのコメント
クレジットを事後で調達するケースもあるが、商品・サービスの販売前・販売時
に「必要量調達できなかった場合の措置」を明記する必要性があるのではない
か。

ご指摘の点は、p33において、「販売すると明示したクレジットが調達できない場合は、別途
同一種類のクレジット（CER、VERなどの種類）を調達することで埋め合わせる事を契約に記
載し、カーボン・オフセット商品・サービスの購入者がクレジットの調達リスクを負うことがない
ようにする必要がある。」旨を記載しています。

全般へのコメント

オフセットするにあたり、事業者は全体予算をある程度確定させてからオフセッ
トを行いたいというケースもある。一定量を超えた場合、実際はオフセットできな
い商品が出てくる可能性があるが、オフセット量が合計●●トンを超えた場合
は、対象とならない等の表記を行えば販売を行っても良いのか。予算でオフ
セット量が確定している場合においては、販売量による変動型でも、想定量を
超えない形での商品設計が必須となるのかについても明示いただきたい。

クレジットが未調達の段階で商品・サービスを販売する場合には、クレジットが取得できな
かった場合のリスクを消費者に負担させることを避けるべく、販売計画を超過する数量を販
売しないように留意すると同時に、p.33に記載したとおり、クレジットが取得できなかった場合
は同一種類のクレジットを調達することで埋め合わせる、それが難しい場合には返金に対応
するなど別途措置を講じるといった内容を明記する必要があります。

第3章　商品使用・サービス利用オフセットの情報提供

情報提供ガイドラインに対する意見募集結果とその対応方針
箇所

資料1-②

p.25 オフセットする量を明記する

オフセットする量を記載する際に、「商品・サービス1 個当たりの排出量」または
「商品・サービスの販売数量全体での排出量」のいずれかの明記でも良いか。
カーボン・オフセット実施企業は、全体としての貢献の規模を表すために「全体
量」を記載したい傾向が強いが、ガイドラインでは「商品・サービス当たりの排出
量」の記載が求められているように見受けられる。両方を(または企業の求める
全体量に加えて、個別の排出量も)表示する必要があると企業秘密である販売
数量が表面化してしまうため、カーボン・オフセットの普及促進のためには、い
ずれかの記載でも可能にした方が良いと考えられる。

オフセット料金を消費者が負担する場合、消費者が支払った金額の対価を明確にするため
に、商品・サービス１個当たりのオフセット量を明確にすることが必要であると考えます。
オフセット料金を事業者が負担する場合や消費者が明示的に負担しない場合には、必ずし
もこの限りではありませんが、商品・サービスの販売数量全体でのオフセット量と併せて対
象とする活動に伴う排出総量も明示する、特に販売数量に応じてオフセット総量が変動する
場合には消費者の誤解を招くような不当表示を行わないよう留意するなど、適切な対応をと
る必要があります。なお、これらの場合は、オフセット商品・サービスを提供する事業者の自
己活動オフセットの一環ととらえられ得ます。

p.26

オフセットする対象の温室効
果ガスの算定方法を明記する

望ましい記載例

公的機関が示した算定方法を用いた記載例だけでなく独自方法を用いた場合
の記載例も欲しい

独自の排出量算定方法の記載例につきましては、本ガイドライン上では記載しませんが、事
例収集に努め、カーボン・オフセットフォーラムのホームページ上で順次情報提供を行ってい
くこととします。
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